
（別記様式） 

会 議 の 概 要 

会議の名称 令和６年度第１回木津川市環境審議会 

開 催 日 時 令和６年１２月２５日（水） １３時００分～１４時３０分 

開 催 場 所 木津川市役所５階 全員協議会室 

出 席 者 
委   員 

（名簿順） 

■橋本委員（会長）   □北委員（副会長） 

■大西委員 ■木原委員 ■立花委員 ■渡部委員  

□藤本委員 ■谷川委員 □中野委員 

出 席：■ 

欠 席：□ 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ■大村オブザーバー ■田中オブザーバー 

事 務 局 
市民環境部：五十嵐次長 

環 境 課：岩本課長・新田係長・德田主任・小松主事 

議 題 

（１）第２次環境基本計画の管理指標の進捗について 

（２）木津川市地球温暖化対策実行計画に関する取組について 

（３）報告事項について 

公開・非公開の別 公開 非公開の理由：－ 

傍聴人の数 なし 

会 議 資 料 

資料１－１ 木津川市環境審議会委員名簿 

資料１－２ 木津川市環境審議会条例・木津川市環境審議会運営内規 

資料２   第２次環境基本計画の管理指標にかかる進捗について 

資料３－１ ２０２３年度温室効果ガス排出量調査結果概要版 

資料３－２ 令和６年度木津川市地球温暖化対策事業 

資料３－３ クーリングシェルター 指定施設一覧 

資料４   特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）について 

 

審 議 経 過 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開  会 

◎事務局から木津川市の組織改正に伴い木津川市環境審議会運営内 

規を変更したことの報告を受けた。 

資料１－２ 

２．議  事 

◎橋本会長から、名簿順により会議記録署名委員として谷川委員が指

名された。 

（１）第２次環境基本計画の管理指標の進捗について 

◎事務局から第２次環境基本計画の管理指標にかかる進捗について説 

◎：議事・進行 

○：質問・意見 

⇒：説明・回答 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明を受け、審議を行った。 

資料２   第２次環境基本計画の管理指標にかかる進捗について 

 

〇管理指標５の家庭系可燃ごみに混入した手つかず食品の重量（食品ロ

ス削減量）の計測方法を説明して欲しい。 

⇒家庭系可燃ごみの組成調査を年１回実施しており、市内８か所（木津

地域［新興住宅地域、既存市街地、農村集落］・加茂地域［新興住宅

地域、既存市街地、農村集落］・山城地域［既存市街地、農村集

落］）のごみ集積所でサンプルを回収し調査しています。 

○組成調査の回収量は。 

⇒８か所で 163世帯分、想定重量 490kgです。 

○組成調査の実施日は。 

⇒令和５年度は、木津地域が 10月 20日(金)・21日(土)、加茂・山城地

域が 10月 28日(土)に実施しています。 

○組成調査結果はバラつきが出ることが普通なので、来年度以降の結 

果を含めて長期で傾向を見ていくしかない。 

⇒来年度以降の結果を鑑みて要因を探っていきます。 

 

○管理指標における達成状況の表記が分かりにくい。 

⇒次回の審議会に向けて、表記方法を検討します。 

 

○管理指標 17 の出前授業や出前講座の開催数が増加しており、環境教

育にとても熱心に取り組んでおり、良い傾向にある。 

 他の地域でも積極的な環境教育のモデルになると考えられる。 

○出前授業・出前講座が積極的に実施されている工夫はあるのか。 

⇒以前は４月の校園長会議で出前授業のプログラムの案内を行っていた

が、既に教育課程を組み終わっている状況のため、令和５年度から１

月の校園長会議で案内することで、各学校が事前に検討して年間計画

に位置づけすることができています。 

 

○管理指標３の太陽光発電・蓄電設備補助の交付実績について、交付枠

数に対して交付割合はどの程度なのか。 

⇒交付枠数の全てを交付している状況であり、設置後６か月以内に申請

となることから、これまでは全ての申請者が交付を受けられている状

況です。 

○今後、補助金の枠数が制限されることにより、普及の後押しではなく

抑制策になりかねないことが懸念される。京都府との協力事業とのこ

とであるが、市が主体性をもって地球温暖化対策の施策のひとつとし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、補助金枠数の確保を図られたい。 

 また、非 FIT に対する補助が拡充されたとのことだが、非 FIT の場合

は余剰電力の売電先が十分に確保されないことが懸念されているが、

その対策は。 

⇒京都府では確保した売電先を紹介しています。市独自の対処は実施で

きていないのが現状です。 

 

○管理指標 18 の市民参加数が大きく増加しているのは小学生から応募

してもらったからなのか。 

⇒その通りです。 

 

○管理指標８のダンボールコンポストについて、2022年と 2023年は 

コンポストの配布数が実績となっているのか。 

⇒その通りです。 

 

 

（２）木津川市地球温暖化対策実行計画に関する取組について 

◎事務局から木津川市地球温暖化対策実行計画に関する取組について説

明を受け、審議を行った。 

資料３－１ ２０２３年度温室効果ガス排出量調査結果概要版 

資料３－２ 令和６年度木津川市地球温暖化対策事業 

資料３－３ クーリングシェルター 指定施設一覧 

 

○（資料３－１）２０２３年度温室効果ガス排出量調査結果概要版につ

いて、電力事業者の排出係数が大きくなったため市の温室効果ガス総

排出量が増加したで終わることなく、排出係数ゼロの電気を調達する

などの電力調達指針等を策定することが必要である。 

○電気を関西電力㈱、㈱Looop と㈱タクマエナジーから購入している

が、どの様な選定で決まっているのか。 

⇒公共施設ごとに購入先を決めています。 

 

○再生可能エネルギーについては、木津川市が需要家として主導する形

での導入を検討して欲しい。日本における再エネ電気の割合は２割し

かなく、今後不足することが予測されるため、木津川市が再エネ電気

の購入を希望しても調達できないこととなる。その前に、木津川市と

して使用したい電気量（需要量）を明確にした上で、長期契約で再エ

ネ発電所と契約して電気を調達しなければ再エネを増やすことができ

ない。地域における再エネの普及にまで踏み込んで地球温暖化対策推



 

 

進本部会議で審議して欲しい。 

 焼却場で発電した電気を活用することで、電力供給のベースとなる電

気を安定的に確保することができる。そこに他の再エネ電気を組み合

わせることで、木津川市自身で再エネの確保ができることも考えられ

るので、自治体として踏み込んだ検討をして欲しい。 

○自治体主体で地域新電力会社を作った場合は、FIT 売電しない電気を

優先的に買い取って、自分たちで使うこともできると考えられる。 

 

○全職員向けのオンライン研修について、動画の視聴だけで終わらない

ようにテストを実施するなど工夫が必要である。 

⇒京都府地球温暖化防止活動推進センターが実施する研修で、アンケー

トに動画に関するクイズを答える形とする予定である。 

 

○クーリングシェルターについて、様々な公共施設及び民間のイオンモ

ール高の原店が指定されているが、暑い時にみんなのために開放する

ということか。 

⇒熱中症特別警戒情報が出されたときに開放するものです。 

○小中学生が登下校時等に熱中症等で体調が悪くなった際に、こども

110 当番の家の軒下を貸すなど、クーリングシェルター程の厳格なも

のでなくても、気軽に暑さをしのげる場所があれば保護者も安心でき

るのでは。 

⇒民間施設のクーリングシェルター指定は幅広く募集したい。 

 また、こども 110 当番の家などの民間でできる避暑施設については、

今後検討していきます。 

○木津川市こどもエコクラブサポータの会では、給水スポットとして協

力してもらえる店舗への呼びかけ等の活動を行っている。熱中症特別

警戒情報ではない暑さの段階であっても避難できる場所や、暑さ対策

の情報を市でまとめて発信して欲しい。 

 

○地球温暖化対策推進本部会議を最大限に活用するために、公共施設の

新築・大規模改修時に「ZEB Ready」以上を目指すといった「公共施

設の ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化指針」や、公用車は

全て EV（電気自動車）を調達するといった「公用車（EV）調達指針」

の様に、様々な取り組みについて指針・指標化を進めるべきである。 

⇒指針の設定については、地球温暖化対策推進本部会議で検討したいと

考えます。 

○令和６年に環境教育等促進法基本方針の改正案が閣議決定されたが、

大幅に変更されていることから、現場の教師に対して必要事項等を伝



 

える場を作って欲しい。 

⇒子どもたちの低年齢の頃から環境教育することは効果的だと考えてい

るため、連携して検討していきます。 

○木津川市はグリーン購入の指針は持っているのか。 

⇒各部局の判断で物品調達の仕様に盛り込むことはあるが、市全体の指

標はありません。 

○グリーン購入の指針等についても検討する必要がある。 

 

（３）報告事項について 

◎事務局から特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）の京都府内におけ

る確認状況の報告を受けた。 

資料４ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）について 

 

〇京都府に被害の報告を行うと被害木の伐採までしてもらえるのか。 

⇒クビアカツヤカミキリであるとの特定や被害情報の確認までを行う

が、伐採や片付けは被害木の所有者に行っていただくことになりま

す。 

 

３．閉  会 

◎（市民環境部次長より）今回の審議会では、環境基本計画の進捗状況

のほか、今年度に実施している地球温暖化対策実行計画に関する取組

みについて報告させていただきました。 

委員の皆さまからご指摘いただいた改善点等については、市として検

討させていただき、主体的かつ効果的な取組みと進捗管理に努めて参

ります。 

 

そ の 他 特になし。 


